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I. 用語の定義 

 本実施要項で用いる用語を以下のとおり定義する。 

落 札 者：本工事を実施する者として選定された者をいう。 

Ｊ Ｖ：本工事を実施するために必要な能力と資本力を備えた複数の法人

による特定建設工事共同企業体をいう。 

代 表 者 企 業：入札に参加するＪＶを構成する企業のうち、ＪＶを代表する企業

をいう。 

構 成 員：入札に参加するＪＶを構成する企業のうち、代表者企業以外の企業

をいう。 

実 施 要 項：本工事の入札公告に係る当実施要項などの資料であり、本工事に

関する契約条件、落札者の選定基準等の基本条件を示す資料をい

う。 

建設工事共同企業体実施要領：別途公表する「南越清掃組合建設工事共同企業体実施要領」をい

う。 

総合評価落札方式入札実施要領：別途公表する「南越清掃組合建設工事総合評価落札方式入札実施

要領」をいう。 

落 札 者 選 定 要 領：別途公表する「南越清掃組合建設工事総合評価落札方式落札者選

定要領」をいう。 

事業者選定委員会：総合評価落札方式による事業者の選定に係る審議等を目

的に、南越清掃組合が設置する、行政委員及び学識経験者等で構

成された「南越清掃組合総合評価落札方式工事事業者選定委員

会」をいう。 

資格審査申請書類:応募者が本工事の応募に際し、南越清掃組合に提出する提案書類

の一つであり、入札参加資格審査申請書、ＪＶ構成表、ごみ焼却

施設解体工事の受注実績書等の書類をいう。 

技 術 提 案 書 類：本工事の実施要項に従い応募者が提出する技術提案書をいう。 
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II. 工事内容等 

１．工事名 

旧第１清掃センター解体及びストックヤード等整備工事 

 

２．工事場所 

福井県越前市北府一丁目３番２０号 

 

３．工期 

契約締結日の翌日から令和６年３月１８日まで 

 

４．工事の目的 

本工事は当実施要項、仕様書、図面及び関連法令・基準を遵守し、旧第１清掃セン

ターのごみ焼却施設の解体・撤去、整地及びストックヤード整備を行うものである。 

 

５．工事の基本方針 

本工事は、性能発注方式により発注されるものであり、仕様書等の発注図書に明記

されていない事項であっても、本工事を遂行するために必要な工事、測定、周辺環境

への影響の低減、作業従事者のダイオキシン類及びアスベストのばく露防止、適正な

廃棄物の処理等本工事の性質上、当然必要とされる全ての工事及び費用は、受注者の

責任において全て負担するものとする。 

 

６．解体・撤去施設の概要 

主な解体対象施設は、下記に示すとおりであり、GL より下部の基礎、地中梁、杭等

の地下工作物は残置するが、配管等埋設物は原則として全て撤去する。 

本工事は一般的な解体工事のみではなく、「廃棄物焼却施設関連作業におけるダイ

オキシン類ばく露防止対策要綱」他関係法令に準拠した除染工事とそれに伴う作業環

境測定等も本工事で実施するものとする。 

 

No. 施設名称  建築構造  延床面積  

1 

主要  
施設  

工場棟  鉄筋コンクリート造一部鉄骨造  
地上 3 階 地下 1 階  2,695.174m2 

2 煙突  鉄 筋 コ ン ク リ ー ト 造 、 丸 型 、
GL+50m 

3 汚泥乾燥棟  鉄骨造一部鉄筋コンクリート造  
地下 1 階、地上 1 階  416.498m2 

4 管理棟  鉄筋コンクリート造 地上 2 階 521.09m2 

5 計量棟（自動計量器） 鉄骨造  (管理棟に含
む) 

6 付帯  
施設  

自動洗車場  鉄筋コンクリート造  27.3m2 
7 車庫  鉄骨造  196.779m2 
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７．ストックヤードの概要 

(1) 設計方針 

① ストックヤード棟は、金属類・電気製品等の資源物を再資源化事業者に引き渡

すまで一時保管することを目的としており、資源物を安全かつ合理的に保管す

るため、安全性、作業性及び防犯性に配慮し整備すること。 

② 資源物の荷姿は鋼板製コンテナを想定し、安全かつ合理的にコンテナを出し入

れできる構造とすること。 

③ 次に掲げる標準仕様書及び基準等のほか関係法令等を遵守すること。 

ア 一般社団法人日本建築学会が定める標準仕様書及び基準等 

イ 国土交通大臣官房官庁営繕部公共建築工事標準仕様書 

ウ 福井県土木工事共通仕様書 

④ 受付作業員控室等 

ア 資源物の持ち込み受付や資源物搬出作業を行う作業員用の事務室及びトイ

レを計画する。なお、ストックヤードと別棟として計画してもよいものとす

る。 

イ 事務室（３名程度） 

ウ トイレ（男女別） 

 

７．関係法令等の遵守 

受注者は、本工事に当たっては、以下の関係法令等を遵守するものとする。 

（１） 労働安全衛生法、同施行令及び同施工規則（昭和 47 年 6 月 8 日法律第 57 号、

昭和 47 年政令第 318 号及び昭和 47 年労働省令第 32 号） 

（２） 建築基準法（昭和 25 年法律第 201 号） 

（３） 廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和 45 年 12 月 25 日法律第 137 号） 

（４） 消防法（昭和 23 年法律第 186 号） 

（５） 大気汚染防止法（昭和 43 年法律第 97 号） 

（６） 水質汚濁防止法（昭和 45 年法律第 138 号） 

（７） 土壌汚染対策法（平成 14 年法律第 53 号） 

（８） 騒音規制法（昭和 43 年法律第 98 号） 

（９） 振動規制法（昭和 51 年法律第 64 号） 

（１０） 悪臭防止法（昭和 46 年法律第 91 号） 

（１１） ダイオキシン類対策特別措置法（平成 11 年 7 月 16 日法律第 105 号） 

（１２） 廃棄物焼却施設関連作業におけるダイオキシン類ばく露防止対策要綱（平成

26 年 1 月 10 日 基発 0110 第 1 号） 

（１３） 石綿障害予防規則（平成 17 年 2 月 24 日厚生労働省令第 21 号） 

（１４） ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法（平成 13

年法律第 65 号） 

（１５） フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律（平成 13 年 6 月 22

日法律第 64 号） 
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（１６） 資源の有効な利用の促進に関する法律（平成 3 年法律第 48 号） 

（１７） 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（平成 12 年法律第 104 号） 

（１８） 福井県公害防止条例（平成 8 年 3 月 21 日福井県条例第 4 号） 

（１９） 越前市環境保全基本条例（平成 17 年 10 月 1 日条例第 125 号） 

（２０） 廃棄物焼却施設解体作業マニュアル（社団法人 日本保安用品協会発行 

2020 年 6 月 30 日発行（第 5 版）） 

（２１） 建築物の解体等工事における石綿粉じんへのばく露防止マニュアル（平成 26

年 6 月） 

（２２） 非飛散性アスベスト廃棄物の取り扱いに関する技術指針（環廃産発第

050330010 号 平成 17 年 3 月 30 日） 

（２３） 建築物の解体等に係る石綿飛散防止対策マニュアル 2014.6（環境省水・大気

環境局大気環境課） 

（２４） 石綿含有廃棄物等処理マニュアル（第 2 版）（平成 23 年 3 月 環境省大臣官

房廃棄物・リサイクル対策部） 

（２５） 低濃度 PCB 廃棄物収集・運搬ガイドライン（平成 25 年 6 月 環境省大臣官

房廃棄物・リサイクル対策部） 

（２６） 循環型社会形成推進交付金交付要綱、循環型社会形成推進交付金交付取扱要

領 

（２７） その他関係する法令規制基準等 

 

８．工事スケジュール（予定） 

本工事に関する主要なスケジュールは、以下を予定している。 

① 入札公告 令和４年４月 ６日（水） 

② 落札者の決定・公表 令和４年６月２３日（木）（予定） 

③ 仮契約の締結 令和４年７月１５日（金）（予定） 

④ 議会議決 令和４年８月１２日（金）（予定） 

⑤ 工事施工に係る実施設計  令和４年８月～９月 

⑥ 関係機関との調整     令和４年８月～９月 

⑦ 環境監視委員会      令和４年１０月 

⑧ 解体・撤去工事の着工   令和４年１１月（予定） 

⑨ 解体・撤去工事の完了   令和５年１０月（予定） 

⑩ ストックヤード等整備工事の着工 

               令和５年１１月（予定） 

⑪ ストックヤード等整備工事の完了 

               令和６年３月 

 

III.入札手続等 

１．落札者選定までのスケジュール（予定） 
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本工事は、応募者が実施要項に規定する工事に参画するに足る資格を有しており、か

つ応募者の技術提案内容が、技術的観点から南越清掃組合が要求する仕様を満足するこ

とが見込める内容であることを前提として、落札者を選定する。なお、落札者の選定は、

公平性、透明性の確保の観点から、総合評価落札方式による制限付き一般競争入札によ

り行う。 

応募者の募集及び選定のスケジュールは、以下のとおりである。 

① 入札公告 令和４年４月 ６日（水） 

② 実施要項の公表 令和４年４月 ６日（水） 

③ 実施要項に対する質問の提出期限(第１回) 令和４年４月２５日（月） 

④ 実施要項に対する質問への回答(第１回) 令和４年５月 ２日（月） 

⑤ 資格審査申請書類の提出期限 令和４年５月１１日（水） 

⑥ 入札参加資格審査結果の通知 令和４年５月２６日（木） 

⑦ 実施要項に対する質問の提出期限（第２回） 令和４年５月３１日（火） 

⑧ 実施要項に対する質問への回答（第２回） 令和４年６月 ３日（金） 

⑨ 技術提案書類の提出期限 令和４年６月１０日（金） 

⑩ 入札、技術（非価格）審査 令和４年６月２２日（水） 

（技術提案書に係る技術ヒアリング） 

⑪ 落札者の公表             （予定）令和４年６月２３日（木） 

 

２．実施要項の公表等に関する事項 

（1）実施要項及び入札の心得等の公表 

南越清掃組合は、実施要項、仕様書、設計書、建設工事共同企業体実施要領、総合

評価落札方式入札実施要領、落札者選定要領及び入札の心得を次のとおり公表する。 

① 公表日 

令和４年４月６日（水） 

② 公表場所 

南越清掃組合総務課及び南越清掃組合ホームページにて公表する。ホームページ

の URL は次のとおりである。（ファイルはダウンロード可能） 

https://www.nanetsuseisou.or.jp/ 

（2）図面の公表 

南越清掃組合は、図面を次のとおり公表する。 

① 公表日 

令和４年４月６日（水） 

② 公表場所 

南越清掃組合総務課にて公表する。データファイルは DVD-R にコピーしたものを

南越清掃組合総務課にて配布する。 

（3）実施要項に係る質問（第１回質問）の受付 
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実施要項の内容等に係る質問（第 1 回）を次のとおり受け付ける。 

① 受付期限 

令和４年４月２５日（月）午後４時００分まで 

② 質問の方法 

実施要項に係る質問書（第 1 号様式）に質問内容を簡潔にまとめて記載し、電子

メールにより提出すること。 

なお、電話、ファックス、口頭による質問は受け付けない。南越清掃組合は、電

子メールにより、質問提出の受領通知を行うので、受領通知が届かない場合は、下

記まで連絡すること。 

③ 提出先 

【南越清掃組合 総務課】 

住所：〒919-0204 福井県南条郡南越前町上野第 85 号 39 番地 

電話：0778-47-2553 

電子メール：nsk_kanri@city.echizen.lg.jp 

（4）実施要項に係る質問（第１回質問）に対する回答の公表 

南越清掃組合は、実施要項の内容等に係る質問（第１回質問）に対する回答書を南

越清掃組合ホームページにて公表する。 

なお、電話及び口頭での質問には対応しないとともに、不当に混乱を招くことが

危惧されると判断された質問については、回答しない旨を回答書に記載することが

ある。 

① 公表日 

令和４年５月２日（月） 

② 回答場所 

南越清掃組合ホームページにて公表する。ホームページの URL は次のとおりであ

る。（ファイルはダウンロード可能） 

https://www.nanetsuseisou.or.jp/ 

（5）実施要項に係る質問（第２回質問）の受付 

実施要項の内容等に係る質問（第２回）を次のとおり受け付ける。 

① 受付期限 

令和４年５月３１日（火）午後４時００分まで 

② 質問の方法 

実施要項に係る質問書（第 1 号様式）に質問内容を簡潔にまとめて記載し、電子

メールにより提出すること。 

なお、電話、ファックス、口頭による質問は受け付けない。南越清掃組合は、電

子メールにより、質問提出の受領通知を行うので、受領通知が届かない場合は、下

記まで連絡すること。 

③ 提出先 
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【南越清掃組合 総務課】 

住所：〒919-0204 福井県南条郡南越前町上野第 85 号 39 番地 

電話：0778-47-2553 

電子メール：nsk_kanri@city.echizen.lg.jp 

（6）実施要項に係る質問（第２回質問）に対する回答の公表 

南越清掃組合は、実施要項の内容等に係る質問（第２回質問）に対する回答書を南

越清掃組合ホームページにて公表する。 

なお、電話及び口頭での回答など個別には対応しないとともに、不当に混乱を招

くことが危惧されると判断された質問については、回答しない旨を回答書に記載す

ることがある。 

① 公表日 

令和４年６月３日（金） 

② 回答場所 

南越清掃組合ホームページにて公表する。ホームページの URL は次のとおりであ

る。（ファイルはダウンロード可能） 

https://www.nanetsuseisou.or.jp/ 

（7）その他 

南越清掃組合が提示する資料及び回答書は、実施要項と一体のものとして、同等の

効力を有するものとする。 

 

３．入札参加資格に関する事項 

（1）資格審査申請書類の提出 

応募者は、実施要項の記載に従い、資格審査申請書類を提出する。 

① 提出期限 

令和４年５月１１日（水）午後５時００分まで 

② 提出場所 

【南越清掃組合 総務課】 

住所：〒919-0204 福井県南条郡南越前町上野第 85 号 39 番地 

電話：0778-47-2553 

電子メール：nsk_kanri@city.echizen.lg.jp 

③ 提出方法 

持参又は郵送とし、その他の方法は認めない。郵送の場合は、提出期限内に必着

とする。 

郵送の場合は、書留郵便で送付すること。 

④ 提出書類 

提出物 部数と提出方法 

入札参加資格審査申請書（第 2-1 号様式） 左記の提出物をファイルに綴じ、

正１部、副（写）２部を提出する。 ＪＶ構成表（第 2-2-1～5 号様式） 
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ごみ焼却施設解体工事の受注実績（第 2-3 号

様式） 

入札参加資格を満たしていることの誓約書

（第 2-4 号様式） 

監理技術者を必ず配置する誓約書 

（第 2-5-1 号様式） 

監理技術者又は主任技術者を必ず配置する誓

約書（第 2-5-2 号様式） 

委任状（第 2-6 号様式） 

印鑑届（第 2-7 号様式）（必要に応じ） 

入札参加資格要件を証明する書類の写し（第

2-8 号様式）（添付資料を含む。） 

特定建設工事共同企業体協定書 

（2）参加資格審査結果の通知 

南越清掃組合は、資格審査申請書類を提出した応募者に対し、参加資格審査結果を

通知する。 

① 通知日（発送日） 

令和４年５月２６日（木） 

② 通知方法 

南越清掃組合より確認結果を郵送する。 

（3）参加資格がないと認められた者に対する理由の説明 

参加資格がないと認められた者は、南越清掃組合に対してその理由の説明を求める

ことができる。説明を求める場合は、その旨を記載した書面を以下に提出すること。

説明を求めた者に対する回答は書面により行う。 

① 提出期限 

令和４年５月３１日（火）午後５時００分まで 

② 提出場所 

【南越清掃組合 総務課】 

住所：〒919-0204 福井県南条郡南越前町上野第 85 号 39 番地 

電話：0778-47-2553 

③ 提出方法 

持参又は郵送とし、その他の方法は認めない。郵送の場合は、提出期限内に必着

とする。 

④ 提出書類 

正 1 部（様式は自由とする。） 

⑤ 回答日（発送日） 

随時 
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⑥ 通知方法 

南越清掃組合より回答を郵送する。 

 

４．応募者の参加資格要件 

入札に参加できる者は、資格審査申請書類の提出日において、以下の要件を全て満

たす特定建設工事企業体（以下「ＪＶ」という。）であること。 

（1）ＪＶの要件 

① ＪＶは、本工事の施工を担う者で構成する。 

② ＪＶは、(3)に定める「ＪＶの代表者」の要件を満たす企業を代表者企業として定

める。 

③ ＪＶは参加に先立ち、３者以上５者以下で構成するＪＶを設立することとする。 

④ ＪＶのうち、ＪＶを３者で構成する場合においては２者以上は、ＪＶを４者で構

成する場合においては３者以上は、ＪＶを５者で構成する場合においては４者以

上は、南越清掃組合構成市町(越前市、南越前町及び池田町をいう。以下同じ。)

内のいずれかにおいて主たる営業所（建設業法（昭和２４年法律第１００号）第

３条の営業所をいう。）を有する者（以下「地元企業」という。）であることとす

る。 

⑤ ＪＶは、応募に当たり、構成員企業を明らかにするとともに、それぞれが本工事

の遂行上果たす役割等を明らかにする。 

⑥ 本件の参加において１者が２つ以上のＪＶの構成員となることはできないことと

する。 

（2）ＪＶの代表者企業及び構成員の要件 

ＪＶの代表者企業及び構成員は、以下の要件を全て満たすものとする。 

① 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当しな

い者であること。 

② 入札告示の日から契約締結の日までの間において、南越清掃組合構成市町におい

て指名停止期間中でない者。 

③ 代表者企業又は構成員のうち、本工事の建築物の設計を行う企業は、建築士法（昭

和２５年法律第２０２号）第２３条第１項の規定による一級建築士事務所の登録

を受けている者であること。 

（3）ＪＶの代表者の要件 

ＪＶの代表者企業は、以下の要件を満たす者であること。 

① ＪＶの代表者企業は、出資比率が最大の者とする。 

② ＪＶの代表者企業の出資比率は、５０％以下とする。 

③ 南越清掃組合構成市町のいずれかの令和３・４年度入札参加資格者名簿において、

越前市においては解体工事、南越前町においては建築一式工事、池田町において

は建築工事に登録され、直近の経営事項審査結果の解体工事の総合評定値が８０

０点以上であること。 
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④ 解体工事において、建設業法第１５条に規定する特定建設業の許可を有する者で

あること。 

⑤ 建設業法第２６条に規定する監理技術者を当該工事現場に専任で配置できること。

なお、監理技術者は、３箇月以上の継続的な雇用関係があること。 

（4）ＪＶの構成員の要件 

ＪＶの代表者企業以外の構成員は、以下の要件を満たす者であること。 

① ＪＶの構成員の出資比率は、１０％以上とする。 

② 構成員のうち１者は、南越清掃組合構成市町のいずれかの令和３・４年度入札参

加資格者名簿において、越前市又は南越前町においては建築一式工事、池田町にお

いては建築工事に登録され、直近の経営事項審査結果の建築一式工事の総合評定値

が７００点以上であり、南越清掃組合構成市町のいずれかに主たる営業所（建設業

法第３条の営業所をいう。）を有する者で、かつ、建築一式工事において建設業法

第１５条に規定する特定建設業の許可を有する者であること。 

③ ②以外の構成員は、南越清掃組合構成市町のいずれかの令和３・４年度入札参加

資格者名簿において、越前市においては解体工事、南越前町においては建築一式工

事、池田町においては建築工事に登録され、直近の経営事項審査結果の解体工事の

総合評定値が６００点以上であり、南越清掃組合構成市町のいずれかに主たる営業

所（建設業法第３条の営業所をいう。）を有する者で、かつ、解体工事において建

設業法第１５条に規定する特定建設業の許可を有する者であること。 

④ 建設業法第２６条に規定する主任技術者又は監理技術者を当該工事現場に専任で

配置できること。なお、主任技術者又は監理技術者は、３箇月以上の継続的な雇用

関係があること。 

５．技術提案書類に関する事項 

（1）技術提案書類の提出 

応募者は、次により本工事に関する技術提案書類（第 3-4-1～14 号様式）及び技術

ヒアリング申込書（第 3-5 号様式）を提出すること。 

① 提出期限 

令和４年６月１０日（金）午後５時００分まで 

② 提出場所 

【南越清掃組合 総務課】 

住所：〒919-0204 福井県南条郡南越前町上野第 85 号 39 番地 

電話：0778-47-2553 

③ 提出方法 

持参又は郵送とし、その他の方法は認めない。郵送の場合は、提出期限内に必着

とする。 

郵送の場合は、書留郵便で送付すること。 

④ 提出書類及び提出部数 

提出書類及び提出部数は、次のとおりとする。 
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提出物 部数と提出方法 

技

術

提

案

書

類 

技術提案書（第 3-4-1 号様式） 

及び技術提案内容（第 3-4-2

号様式～第 3-4-14 号様式） 

上記の電子データ（CD-R 又は

DVD-R による。）。 

技術提案書類は、技術提案書（第 3-4-1 号様

式）及び、①施工計画（第 3-4-2 号様式）、②

施工体制（第 3-4-3 号様式）、③周辺住民や周

辺環境等に対する配慮（第 3-4-4 号様式）、④

作業員の労働安全衛生に対する配慮（第 3-4-

5 号様式）、⑤環境負荷低減への取組み等（第

3-4-6 号様式）、⑥技術者の施工経験（第 3-4-

7 号様式並びに技術者の届出書及び必要な資

格者証の写し）、⑦地下水・土壌汚染対策（第

3-4-8 号様式）、⑧騒音・振動対策（第 3-4-9

号様式）、⑨粉じん対策（第 3-4-10 号様式）、

⑩アスベスト対策（第 3-4-11 号様式）、⑪ダ

イオキシン類対策（第 3-4-12 号様式）、⑫環

境モニタリング（第 3-4-13 号様式）、⑬発生

材処分（第 3-4-14 号様式）の、各項目に係る

技術提案内容（①は 6 ページ以内、②～⑬は

各 4 ページ以内）を、一纏めにしてファイル

に綴じ、正本１部、副本１０部を提出する。 

また、電子データを保存した電子媒体（CD-R

又は DVD-R）２部を提出する。 

電子データのファイル形式は、Microsoft 

Word 又は Microsoft Excel とする。それ以外

のファイル形式のものは受け付けない。 

これらを郵送する場合は、「事業提案書類在

中」と朱記して書留郵便で送付すること。 

⑥ 技術提案書記載要領 

提出書類の用紙のサイズは、日本工業規格「A4 判」左綴じとする。また、提出書

類の本文の文字サイズは 10.5 ポイント以上を用いること。ただし、図表に用いる

文字はその限りではない。 

提出書類の副本の表紙及び内容には、会社名やロゴマークは使用しないこととし、

資格審査結果の通知に記載されているグループ名を記入すること。 

（2）設計価格 

本工事の設計価格は次のとおりである。 

設計価格 ：719,136,000 円（消費税及び地方消費税額を含む。） 

（3）技術提案書類の取扱いに関する事項 
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① 技術提案書類の受領 

応募者が技術提案書類を持参したときは、南越清掃組合職員が受領する。 

また、応募者が技術提案書類を郵送したときも同様とする。 

② その他の注意事項 

（ア）提出された書類は、返却しない。 

（イ）提出後の書換え、引換え又は撤回は認めない。 

（ウ）提出された書類に虚偽の記載があった場合は、入札参加資格を有するとの

認定を取り消す。 

（4）その他失格要件 

以下の各号のいずれかに該当する場合は、失格とする。 

① 資格審査申請書類、技術提案書類に虚偽の記載がある場合 

② 著しく信義に反する行為をした場合 

③ 関係者（事業者選定委員会の委員を含む。）に対する工作など不当な活動を行っ

たと認められる場合 

④ その他、落札者となることに相応しくないと判断した場合 

 

６．技術提案に係るヒアリングの実施 

資格審査に合格した応募者を対象として、事業者選定委員会が技術提案書に対する技

術ヒアリングを実施する。 

技術ヒアリングは、、技術提案書を評価するための補完を目的として実施する。 

実施方法の詳細は、応募者に対し、後日通知する。 

 

７．入札に関する事項 

（1）入札の執行について 

① 入札執行日 

令和４年６月２２日（水） 午前９時 

② 開札場所 

福井県越前市府中一丁目１３番７号 

越前市役所 ３階 第３委員会室 

③ 開札は、代表者のみが立会い（1 名）のうえ実施する。代理人が立ち会う場合は、

委任状（第 3-3 号様式）を入札書と併せて提出する。 

④ 立会い者は、開札が終了するまでは、南越清掃組合の指定する場所において待機

し、無断でその場所を離れてはならない。終了後は、速やかに会場内から退出し

なければならない。 

⑤ 南越清掃組合は、入札書の開封時において、応募者が提出した入札書の入札金額

が入札書比較価格を超えていないか確認し、入札書比較価格を超えた入札書は無

効とする。 

⑥ 入札書類 
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入札書類は、次のとおりとする。 

提出物 部数と提出方法 

入札書（第 3-2 号様式） 

入札書は、封筒（長形３号 120mm×235mm）

に入れ封緘（押印すること）し、１部提出

する。 

委任状（第 3-3 号様式）（必要に応じ） 

※ 入札書の開札に、代表者の代理と

して参加する者に限る。 

１部提出する。 

⑦ 入札金額記載要領 

入札書（第 3-2 号様式）には、消費税及び地方消費税を含まない金額を記入する

こと。 

（2）入札保証金 

入札保証金は免除する。 

（3）入札書類の無効 

次のいずれかに該当するときには、入札を無効とする。 

① 入札を行う資格のない者のした入札 

② 入札書に記載された金額を加除訂正したもの又は入札書に記名若しくは押印の

ないもの若しくはその記載が確認できないもの 

③ 同一事項に対して 2 以上の入札をなしたもの 

④ 他人の代理を兼ね、又は 2 人以上の代理をなした者の入札 

⑤ 各様式の作成要領に従っていないもの（押印の不備を含む） 

⑥ 連合して行った者の入札 

⑦ 鉛筆等訂正容易な筆記用具を用いて記入したもの 

⑧ その他入札者が入札の条件に違反した入札 

 

８．入札の辞退 

（1）入札辞退届の提出 

応募者は、入札を辞退するときは、入札辞退届（第 3-1 号様式）を提出すること。 

① 提出期限 

令和４年６月２０日（月）午後５時００分まで 

② 提出場所 

【南越清掃組合 総務課】 

住所：〒919-0204 福井県南条郡南越前町上野第 85 号 39 番地 

電話：0778-47-2553 

③ 提出方法 

持参又は郵送とし、その他の方法は認めない。郵送の場合は、提出期限内に必着
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とする。 

郵送の場合は、書留郵便で送付すること。 

 

９．落札者の決定方法に関する事項 

（1）事業者選定委員会の設置 

南越清掃組合は、入札した応募者の中から落札者を選定するため、事業者選定委員

会を設置する。事業者選定委員会は、行政委員及び外部の学識経験者等で構成し、専

門的見地から中立的かつ客観的に提案内容を評価するものとする。 

（2）選定手順 

落札者の選定手順及び決定基準等については、落札者選定要領に示す。 

（3）落札者の決定及び公表 

南越清掃組合は、事業者選定委員会による技術ヒアリング及び審査を経て、落札者

を決定し、公表する。 

① 公表場所 

南越清掃組合総務課及び南越清掃組合ホームページにて公表する。ホームページの

URL は次のとおりである。 

https://www.nanetsuseisou.or.jp/ 

 

１０．契約締結に関する事項 

（1）工事契約に関する協議及び工事契約の締結 

南越清掃組合と落札者は、工事契約の契約内容の協議を行い、本工事に係る契約（仮

契約）を締結する。（令和４年７月に仮契約締結後、令和４年８月の組合議会議決後

に本契約移行予定） 

（2）契約の不成立時の対応 

南越清掃組合は、落札者と契約が成立しないときは、南越清掃組合と事業者選定委

員会の判断により、評価値が次に高い者と交渉し、これを落札者とすることがある。 

（3）工事契約を締結するうえでの技術提案書類の取扱い 

工事契約を締結するうえで、技術提案書類は、以下の取扱いとする。 

① 契約の締結に当たり、落札者が提出した技術提案書類は契約図書の一部とする。 

② 落札者が提出した技術提案書類に記載された内容は、落札者に履行義務がある

ものとする。ただし、南越清掃組合の判断により履行義務としない場合がある。 

（4）契約保証金 

契約保証金の額は、契約金額の 10 分の１以上とし、次の中から選択し提出する。 

① 現金又は金融機関が振り出し、又は支払保証をした小切手 

② 利付国債又は利付地方債。ただし、無記名に限る。 

③ 定期預金証書 

④ 契約の不履行により生ずる損害金の支払を保証する金融機関又は前払金保証事
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業会社の保証証書 

⑤ 契約の履行を保証する公共工事履行保証証券 

⑥ 南越清掃組合を被保険者とする、契約の不履行により生ずる損害を保証する履

行保証保険証書 

（5）違約金等 

南越清掃組合財務規則による。 

 

１１．その他の留意事項 

（1）費用負担 

応募申し込みに係る費用は、全て応募者の負担とする。 

（2）実施要項の承諾 

応募者は、入札書類の提出をもって、実施要項の記載内容を全て異議なく承諾した

ものとする。 

（3）使用する言語、計量単位、通貨単位及び時刻 

入札に関して使用する言語は日本語、計量単位は計量法（平成 4 年法律第 51 号）

に定めるもの、通貨単位は円、時刻は日本標準時とする。 

なお、契約手続において使用する言語、単位、通貨単位、時刻も同様とする。 

（4）著作権 

技術提案書類の著作権は、応募者に帰属するものとする。ただし、南越清掃組合が

審査結果の公表において必要な場合、南越清掃組合は、必要な範囲において、事前に

応募者と協議をしたうえで、公表等を行うことができるものとする。 

（5）特許権等 

応募者から提出される書類において、技術提案内容に含まれる特許権、実用新案権、

意匠権、商標権等の日本国の法令に基づいて保護される第三者の権利の対象となって

いる事業手法又は解体方法等を使用したことにより生じる責任は、特段の定めがある

場合を除き、当該技術提案を行った応募者が負うものとする。 

（6）南越清掃組合が提示する参考資料の取扱い 

南越清掃組合が提示する参考資料は、入札に係る検討以外の目的で使用してはなら

ない。また、この検討の範囲内であっても、南越清掃組合の了承を得ることなく、第

三者に対してこれを使用させ、又は内容を提示してはならない。 

（7）入札の延期、中止など 

南越清掃組合が必要と認めたときは、入札を延期し、中止し、又は取り消すことが

ある。その場合、応募者は損害賠償等の請求はできない。 

（8）1 者入札の取扱い 

入札参加者が 1 者であった場合も、落札者選定基準に従い落札者の選定を行う。 
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（9）その他 

実施要項に定めるもののほか、入札に当たって必要な事項が生じた場合には、応募

者に通知する。 

 

Ⅳ 対価の支払いに関する事項 

１．対価の支払いについて 

（1）部分払い 

南越清掃組合は、本工事に対する対価を、出来高に応じ、会計年度ごとに落札者に

支払うものとし、部分払いは出来高額の１０分の９以内の額とする。 

（2）前金支払い 

会計年度ごとに、前金払いは出来高予定額の１０分の４以内とする。 

（3）各年度の支払上限額 

各年度の支払上限額については、令和４年度は４２，１４１，０００円、令和５年

度は６７６，９９５，０００円とする。 

 


